
相談名・内容 日時 場所・申し込み・問い合わせ

無料法律相談※1 （定員６人）

月～金曜日
８時30分～17時15分

鉄南ふれあいセ
ンター

10月28日㈯
10時～12時30分

11月18日㈯
10時～13時

10月16日㈪
10時～12時 登別郵便局 市民協働Ｇ（☎85 2 1 3 9）

市民協働Ｇ（☎85 2 1 3 9）

10月27日㈮までに
行政書士甲田啓一事務所
（☎84 4 8 3 9）

11月10日㈮までに
市民協働Ｇ（☎85 2 1 3 9）

札幌法務局室蘭支局（☎㉒ 5 1 1 1）

月～金曜日10時～16
時（第1･3水曜日は20
時まで）（予約制）

（交通事故や金銭貸借、損害賠償、離婚問題など）

くらしの無料相談 （定員10人）
（相続や遺言、各種契約、官公署提出書類など）

一日行政相談 

（国や北海道、市の業務の苦情や意見、要望）

市民相談※2 

（市民生活や多重債務、離婚、家庭内暴力など）

消費生活相談
（契約 、 解約、インターネットのトラブルなど）

生活にお困りの方の相談窓口※3

（仕事や生活などの困りごと）

児童虐待相談についての窓口※4

障がいのある方の就労相談窓口※5

（虐待が疑われる子ども・家庭の情報）

人権相談所
（人権問題、雇用問題、いじめや体罰、差別など）

若年者等キャリアカウンセリング
（市委託事業）
（就職活動などでの不安や悩みなど）

無料労働相談（市支援事業）
（解雇や労働条件の引き下げ、職場内のパワハラ
など）

※1～※5は、申請フォームからも
　申し込むことができます。
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（登別消費者協会は、火～
金曜日の10時～15時）、
（こども相談室につながら
ない場合は市代表電話
（☎85２１１１）へ）

月～金曜日
９時～17時30分

10月19日㈭
13時～16時

水・金曜日８時30分
～17時、月～金曜日
17時以降（予約制）

10月14日㈯、28日㈯
10時～17時

10月27日㈮、11月10
日㈮10時～16時（予
約制）

鉄南ふれあいセ
ンター

連合登別事務所

地域職業相談室

職業訓練センター

事前に連合登別
（☎85 3 3 3 7）

希望日の１週間前までに
連合登別（☎85 3 3 3 7）

登別職業訓練協会
（☎85 1 4 5 0）

10月12日㈭までに障がい福祉Ｇ（☎85 3 7 3 2）

こども相談室（☎85６６７７）、
室蘭児童相談所（☎44４１５２）、
児童相談所共通ダイヤル（☎189）

生活支援相談室（☎85１９１１）

消費生活センター（☎85 3 4 9 1）、
登別消費者協会（☎85 8 3 0 7）
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